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分
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
。
ま

ず
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
紹
介

し
、
導
入
は
県
を
は
じ
め
他
の

自
治
体
の
取
り
組
み
を
注
視
し
、

研
究
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
は
類
似
す
る
安

心
カ
ー
ド
の
周
知
を
進
め
て
い

き
た
い
。

空
き
家
対
策
に

補
助
制
度
の
導
入
を

問
空
き
家
バ
ン
ク
を
実
施
し

て
い
る
市
町
村
の
多
く
に

は
、
な
ん
ら
か
の
補
助
制
度
が

あ
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｙ
で
物
件
を
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
際
に
補
助
制

度
を
導
入
し
て
は
ど
う
か
。

答
ま
ず
は
空
き
家
バ
ン
ク
の

登
録
物
件
を
増
や
す
た
め
、

空
き
家
の
所
有
者
に
直
接
登
録

の
Ｐ
Ｒ
を
し
て
い
く
。
補
助
制

度
は
県
内
の
調
査
を
行
っ
た
上

で
判
断
し
て
い
き
た
い
。

問
福
岡
県
大
牟
田
市
で
は
、

Ｄ
Ｉ
Ｙ
が
可
能
な
市
営
住

宅
の
入
居
募
集
を
行
い
、
補
助

制
度
も
導
入
し
て
い
る
。
Ｄ
Ｉ

Ｙ
型
市
営
住
宅
と
補
助
制
度
に

対
す
る
市
の
考
え
は
。

答
市
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る

た
め
、
入
居
希
望
者
に
意

見
を
聞
き
な
が
ら
検
討
し
て
い

き
た
い
。
ま
た
、
先
進
地
の
情

報
を
収
集
し
て
い
く
。

青
山
義
明
（
自
民
党
市
議
団
）

企
業
誘
致
に
つ
い
て

問
柏
原
地
区
の
次
の
企
業
用

地
候
補
地
を
、
蒲
郡
市
企

業
用
地
確
保
検
討
委
員
会
が
選

定
し
た
４
カ
所
か
ら
選
定
し
て

ほ
し
い
が
、
市
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
か
。

答
ま
ず
は
柏
原
地
区
を
で
き

る
だ
け
早
く
造
成
、
分
譲

す
る
こ
と
に
専
念
し
、
あ
る
程

度
見
通
し
が
つ
い
た
段
階
で
、

次
の
候
補
地
を
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

児
童
ク
ラ
ブ
利
用
手
数
料
、

保
育
料
に
つ
い
て

問
国
の
幼
児
教
育
無
償
化
に

向
け
た
取
り
組
み
に
、
ど

の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
。

答
国
の
取
り
組
み
に
あ
わ
せ

て
保
育
料
の
軽
減
を
図
っ

て
い
る
。

　

平
成
29
年
度
か
ら
は
市
町
村

民
税
非
課
税
世
帯
の
第
２
子
保

育
料
を
無
料
に
、
年
収
約
３
６

０
万
円
未
満
相
当
の
ひ
と
り
親

世
帯
等
の
保
育
料
を
、
市
町
村

民
税
非
課
税
世
帯
の
保
育
料
と

同
額
ま
で
引
き
下
げ
た
。

問
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
手
数
料
、

保
育
料
の
滞
納
状
況
は
。

答
28
年
度
決
算
に
お
い
て
児

童
ク
ラ
ブ
利
用
手
数
料
は

滞
納
件
数
63
件
、
25
万
８
千
円
、

保
育
料
は
１
１
９
件
、
約
１
１

６
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

問
未
収
金
を
出
さ
な
い
、
ま

た
回
収
す
る
た
め
の
対
策

に
つ
い
て
伺
う
。

答
児
童
ク
ラ
ブ
、
保
育
園
と

も
に
口
座
振
替
推
奨
の
徹

底
、
保
護
者
同
意
の
も
と
で
の

児
童
手
当
か
ら
の
充
当
と
い
っ

た
対
策
を
し
て
い
る
。

柴
田
安
彦
（
無
会
派
）

蒲
南
土
地
区
画
整
理
事
業

清
算
金
に
つ
い
て

問
清
算
金
の
状
況
に
つ
い
て

伺
う
。

答
過
渡
し
の
仮
換
地
で
は
１

千
万
円
以
上
が
10
件
、
２

８
８
９
㎡
、
合
計
金
額
１
億
６

５
５
２
万
１
千
円
。
不
足
渡
し

の
仮
換
地
で
は
１
千
万
円
以
上

が
12
件
、
４
８
２
４
㎡
、
合
計

金
額
２
億
９
９
７
０
万
６
千
円

と
な
っ
て
い
る
。

問
な
ぜ
高
額
な
清
算
金
が
発

生
し
た
の
か
。

答
移
転
補
償
費
の
軽
減
の
た

め
に
、
従
前
の
建
物
を
残

す
と
い
う
方
針
で
過
渡
し
と
な

る
換
地
設
計
を
行
っ
た
こ
と
が

原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

問
清
算
金
の
分
割
支
払
い
や

支
払
い
の
猶
予
、
利
息
の

低
利
子
化
・
無
利
子
化
と
い
っ

た
措
置
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答
高
額
な
清
算
金
の
一
括
払

い
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
の
で
、
条
例
に
基

づ
き
分
割
徴
収
の
方
法
な
ど
を

別
に
定
め
て
、
事
務
を
進
め
て

い
く
。

　

特
に
利
息
に
つ
い
て
は
、
納

付
さ
れ
る
方
の
負
担
に
な
ら
な

い
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
、
対

応
方
法
を
考
え
て
い
き
た
い
。

問
市
は
路
線
価
の
見
直
し
に

よ
り
清
算
金
を
徴
収
す
る

過
渡
し
の
地
権
者
に
対
す
る
説

健やかな成長が望まれる子どもたち


